
◎
個
人
情
報
保
護
条
例
　

髙
橋　

職
員
に
よ
る
漏
洩
が
あ
っ
た
場

　

合
は
？

Ａ　

法
律
等
に
よ
る
罰
金
や
懲
役
な
ど

　

の
罰
則
が
科
さ
れ
る
。

◎
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例

三
谷　

３
人
以
内
で
構
成
す
る
審
査
会

　

委
員
の
職
業
と
委
員
報
酬
は
？

Ａ　

専
門
知
識
を
有
す
る
大
学
教
授
、

　

行
政
相
談
員
、司
法
書
士
に
委
嘱
し
、

　

１
回
あ
た
り
１
５
０
０
０
円
で
あ

　

る
。

髙
橋　

開
示
決
定
を
不
服
と
す
る
審
査

　

請
求
は
何
回
で
も
可
能
か
？
ま
た
同

　

一
事
案
の
場
合
、
審
査
会
の
委
員
は

　

入
れ
替
え
る
の
か
？

Ａ　

決
定
事
項
に
不
服
が
あ
れ
ば
、
上

　

位
機
関
に
申
し
立
て
る
。
委
員
は
変

　

わ
ら
な
い
。

佐
々
木
（
公
）　

審
査
会
を
開
い
た
事

　

例
は
？ 女

性
消
防
団
を
編
成
、

　
　
　
　
　
　
　
15
分
団
に

条
例
の
制
定
・
一
部
改
正

総務産業建設委員会審査

Ａ　

条
例
改
正
等
で
15
年
前
と
今
回
で

　

あ
る
。

◎
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

　
定
手
続
に
関
す
る
条
例

　
　

原
案
の
と
お
り
可
決

◎
消
防
団
条
例

小
西　

年
齢
18
歳
以
上
と
あ
る
が
上
限

　

は
？

Ａ　

任
務
が
果
た
せ
る
者
と
い
う
こ
と

　

で
上
限
は
設
け
て
い
な
い
。

　

岡　

女
性
消
防
団
員
に
つ
い
て
の
改

　

正
は
？

Ａ　

令
和
５
年
度
か
ら
、
女
性
消
防
団

　

を
一
分
団
と
し
、
現
在
の
14
分
団
に

　

加
え
て
15
分
団
で
運
営
す
る
。

◎
令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

東　

有
害
鳥
獣
捕
獲
事
業
で
、
永
立
寺

　

地
区
の
サ
ル
の
群
れ
の
駆
除
は
？

Ａ　

捕
獲
期
間
は
10
月
ま
で
だ
が
、
猟

　

友
会
と
協
力
し
て
捕
獲
活
動
を
続
け

　

て
い
る
。

◎
そ
の
他

佐
々
木
（
公
）　

職
員
の
酒
気
帯
び
運

　

転
防
止
策
は
？

Ａ　

公
用
車
運
転
時
、
ア
ル
コ
ー
ル

　

チ
ェ
カ
ー
で
測
定
し
、
結
果
を
別
の

　

職
員
に
見
せ
て
記
録
し
て
い
る
。

日
野　

重
信
川
辺
り
に
出
没
し
て
い
る

　

野
犬
の
対
策
は
？

Ａ　

県
と
国
交
省
で
協
議
会
を
立
ち
上

　

げ
、
東
温
市
か
ら
松
前
町
に
か
け
て

　

捕
獲
を
実
施
し
、
被
害
の
未
然
防
止

　

に
向
け
動
い
て
い
る
。

三
谷　

今
年
度
の
捕
獲
見
込
み
数
は
？

Ａ　

̶

主
な
項
目
ー

◆
一
般
会
計
◆

令
和
4
年
度
補
正
予
算

○
農
林
水
産
業
費

• 

森
林
環
境
譲
与
税
積
立
金

 

８
８
７
万
円

• 

有
害
鳥
獣
捕
獲
交
付
金

 

２
５
７
万
円

定数は16人ですが現在 1 人欠員A

似合うかな？

イノシシ

シカ

カラス

サル

ハクビシン

タヌキ

アナグマ

537 頭

11 頭

９ 羽

７ 頭

58 頭

65 頭

47 頭

とべ議会だより
令和5年5月1日発行
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